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(仮称)つくば市陸上競技場整備に係る開発行為に関する住民説明会 質疑応答録 
開催日： 2026 年 2 月 28 日 10:00～11:30 
場所： 上郷小学校体育館 
回答者： つくば市スポーツ施設課、公共施設整備課 

 
【質疑応答】※発言の趣旨を要約しています。 
 
陸上競技場整備に関する質疑 
質問１：新設する歩道の、歩行者と自転車の通行について確認したい。 

回答： 北側と西側に整備する歩道は「自転車歩行者道」という扱いになり、歩行者と自転車の
両方が通行可能になります。レーンを分けるなどして安全に利用できるよう計画していま
す 。 

 
質問２：北側市道への横断歩道の設置を検討してほしい。 

回答： 道路管理者や警察等との協議が必要な事項です。現時点で設置を確約できる段階ではあ
りませんが、地域のご要望として承り、今後計画の中で協議を進めてまいります 。 

 
質問３：北側交差点の見直し（南から北へ出る際の視認性確保など）が必要ではないか。 

回答： 交差点付近の植栽については、安全性確保のため、自動車の視界を妨げない種類や配置
にするよう計画します 。 

 
質問４：外周道路の拡幅（歩道設置）を検討してほしい。また、街灯・上下水インフラの整備等

について、競技場整備事業としてだけでなく、まちづくりに関わる地域全体の計画とし
て、示してほしい。 

回答：外周道路の整備計画については、安全性確保の観点から改めて設計内容を確認します。将
来的な地域全体の計画については、関係各所と共有します。 

 
質問５：敷地外周以外の周辺道路（農道など）の整備予定について。 

回答： 今回の計画は競技場の敷地に隣接する道路の整備を主としていますが、周辺の交通環境
の変化は認識しています。市として、関係部署と連携しながら検討を続ける必要があると
考えています 。 

 
質問６：ジョギング走路の夜間利用の可否など、閉鎖管理について。 

回答： 原則として、施設の開館時間内の利用を想定しています。ただし、歩行者と自転車につ
いては 24 時間敷地内を通行できる計画となっており、運用の詳細は今後検討を深めてま
いります 。 
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質問７：競技場が利用する水は井戸水か、上水か。また周辺の上水整備予定について知りたい。 

回答： 施設内は上水道（浄水）を利用します。周辺エリアの上水道整備については、下水道
工務課において令和８年度（次年度）から設計業務に着手する予定と聞いています 。詳
細な整備箇所については、直接、水道工務課にお問い合わせください。 

 
質問８：競技場内への「つくバス」のルートについて確認したい。 

回答： つくバス（西部ルート）は南側から進入し、新設するロータリーで旋回して再び南へ戻
るルートを想定しています。 

 
質問９：近隣住民が日常的にどのように利用できるかの配慮や、地域へのメリットについて。 

具体的な利用方法の説明の場を設けてほしい。 
回答： 誰もが利用できる施設として、散歩や休憩、交流の場となるよう配慮しています。今後

の整備工事着手前の説明会などで、より具体的な有効活用の内容についてお示しできるよ
う検討します 。 

 
質問 10：防犯（窃盗や通り魔など）への配慮について。 

回答：敷地内に合計 24 台の防犯カメラを設置する計画です。また、屋外トイレなどの施設には
警報装置を設置し、安全性を高める対策を講じます 。また、ソフト面でも、今後、施設
の運営方法等について協議するなかで、対策を検討します。 

 
質問 11：平面図中の芝生広場北側にある「四角形の施設」の確認。 

回答： 施設に電気を供給するための「受変電設備（キュービクル）」です 。 
 
質問 12：遊具エリアや芝生広場からの「ボールの飛び出し」を防止する等の配慮はあるのか。 

回答： 「ボールの飛び出し」の可能性も踏まえ、遊具エリアの安全対策について改めて検討し
ます。 

 
質問 13：駐車場が満車になった際の対策について。 

回答： 敷地内の駐車場で不足する場合は、事前に相談した上で周辺公共施設の敷地を借用
するなど、近隣に迷惑がかからないよう対策を講じます  

 
上郷高校解体工事に関する質疑 
質問 11：窓・洗濯物の汚れや室外機への影響など、解体工事の粉塵による日常生活への支障に対

ついて対策が知りたい。 
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回答：日常生活に我慢を強いている状況を重く受け止めています。個別に状況を確認させてい
ただき、近隣への影響を最小限にするよう業者への指導、対策に努め、情報共有を徹底
いたします 。 

 
質問 16：解体工事のガラ（コンクリート塊）の集積が 2m を超え、仮囲いより高くなっている。 

回答： 粉塵飛散防止のためにも、集積高を抑えるよう業者へ厳重に指導いたします 。 


